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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モバイル端末のスクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、モバイル端末のス
クリーン画面の表示方向をロックして、回転しないとともに、モバイル端末の初期姿勢を
取得し、前記モバイル端末の初期姿勢とは、モバイル端末のスクリーンがフルスクリーン
表示状態になった時のモバイル端末の姿勢を示すことと、
　前記モバイル端末のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングすることと、
　前記モバイル端末のリアルタイム姿勢に変化がある場合、前記モバイル端末の初期姿勢
を参照姿勢にしてスクリーン画面の表示方向を回転するか否かを判断するとともに、前記
リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記モバイル端末の現在のスク
リーン画面の表示方向に基づいた回転方向を確定することと、を含むことを特徴とするス
クリーン画面の回転を制御する方法。
【請求項２】
　前記モバイル端末の初期姿勢とリアルタイム姿勢とが前記モバイル端末のＸ、Ｙ方向の
重力加速度成分によって表示され、
　前記モバイル端末の初期姿勢を取得することが、
　モバイル端末のＸ、Ｙ方向の重力加速度成分（Ｘ０、Ｙ０）を取得して記録するととも
に、前記重力加速度成分（Ｘ０、Ｙ０）によって前記モバイル端末の初期姿勢を確定する
、という方式を採用し、
　前記モバイル端末が水平に置かれている時に、前記モバイル端末に沿って水平で且つ右



(2) JP 6286442 B2 2018.2.28

10

20

30

40

50

へ向く方向が前記Ｘ方向であり、前記モバイル端末に沿って水平で且つ前へ向く方向が前
記Ｙ方向であることを特徴とする請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記モバイル端末のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングすることは、
　前記モバイル端末の前記Ｘ、Ｙ方向の重力加速度成分（Ｘ１、Ｙ１）をリアルタイムに
モニタリングし、
　前記重力加速度成分（Ｘ１、Ｙ１）によって前記モバイル端末のリアルタイム姿勢を確
定する、という方式を採用することを特徴とする請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記モバイル端末の初期姿勢を取得することの後に、前記モバイル端末の初期姿勢によ
って前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマークに対する補正値を確定する
ことをさらに含み、
　前記スクリーンレイアウトスタイルマークが前記モバイル端末のスクリーン画面の表示
方向をマークするためのものであり、前記モバイル端末のスクリーン画面の表示方向が縦
向きと、左向きと、上下逆と、右向きとを含むことを特徴とする請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記モバイル端末の現在
のスクリーン画面の表示方向に基づいた回転方向を確定することは、
　前記リアルタイム姿勢によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマー
クを確定し、
　前記補正値によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマークを補正し
て、補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークを取得し、
　前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークが補正前の前記スクリーンレイアウ
トスタイルマークと相違する時に、前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークに
マークされた方向に基づいて前記モバイル端末のスクリーン画面方向を回転する、という
方式を採用することを特徴とする請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　モバイル端末のスクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、モバイル端末のス
クリーン画面の表示方向をロックして、回転しないとともに、モバイル端末の初期姿勢を
取得し、前記モバイル端末の初期姿勢とは、モバイル端末のスクリーンがフルスクリーン
表示状態になった時のモバイル端末の姿勢を示す姿勢取得モジュールと、
　前記モバイル端末のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングするモニタリング
モジュールと、
　前記モバイル端末のリアルタイム姿勢に変化がある場合、前記モバイル端末の初期姿勢
を参照姿勢にしてスクリーン画面の表示方向を回転するか否かを判断するとともに、前記
リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記モバイル端末の現在のスク
リーン画面の表示方向に基づいた回転方向を確定するコントロールモジュールと、を含む
ことを特徴とするスクリーン画面の回転を制御する装置。
【請求項７】
　前記モバイル端末の初期姿勢とリアルタイム姿勢とが前記モバイル端末のＸ、Ｙ方向の
重力加速度成分によって表示され、
　前記姿勢取得モジュールが、
　モバイル端末のスクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、モバイル端末のス
クリーン画面の表示方向が回転しないように、前記モバイル端末のスクリーン画面の表示
方向をロックするロックユニットと、
　前記モバイル端末のＸ、Ｙ方向の重力加速度成分（Ｘ０、Ｙ０）を取得して記録すると
ともに、前記重力加速度成分（Ｘ０、Ｙ０）によって前記モバイル端末の初期姿勢を確定
する姿勢取得ユニットと、を含み、
　前記モバイル端末が水平に置かれている時に、前記モバイル端末に沿って水平で且つ右
へ向く方向が前記Ｘ方向であり、前記モバイル端末に沿って水平で且つ前へ向く方向が前
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記Ｙ方向であることを特徴とする請求項６に記載の装置。
【請求項８】
　前記モニタリングモジュールが、
　前記モバイル端末の前記Ｘ、Ｙ方向の重力加速度成分（Ｘ１、Ｙ１）をリアルタイムに
モニタリングする重力加速度成分取得ユニットと、
　前記重力加速度成分（Ｘ１、Ｙ１）によって前記モバイル端末のリアルタイム姿勢を確
定するリアルタイム姿勢確定ユニットと、を含むことを特徴とする請求項７に記載の装置
。
【請求項９】
　前記姿勢取得モジュールによりモバイル端末の初期姿勢が取得された後、前記モバイル
端末の初期姿勢によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマークに対す
る補正値を確定する補正値取得モジュールをさらに含み、
　前記スクリーンレイアウトスタイルマークが前記モバイル端末のスクリーン画面の表示
方向をマークするためのものであり、前記モバイル端末のスクリーン画面の表示方向が縦
向きと、左向きと、上下逆と、右向きとを含むことを特徴とする請求項８に記載の装置。
【請求項１０】
　前記コントロールモジュールが、
　前記リアルタイム姿勢によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマー
クを確定するマーク取得ユニットと、
　前記補正値によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマークを補正し
、補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークを取得する補正ユニットと、
　前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークが補正前の前記スクリーンレイアウ
トスタイルマークと相違する時に、前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークに
マークされた方向に基づいて前記モバイル端末のスクリーン画面方向を回転する回転ユニ
ットと、を含むことを特徴とする請求項９に記載の装置。
【請求項１１】
　１つ或いは複数のプロセッサーと、
　メモリと、
　表示スクリーンと、
　前記メモリに記憶されて、且つ、前記１つ又は複数のプロセッサーにより実行されるよ
うに配置された１つ又は複数のモジュールと、を含む設備において、
　前記１つ或いは複数のモジュールが、
　前記表示スクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、前記表示スクリーンのス
クリーン画面の表示方向をロックして、回転しないとともに、前記設備の初期姿勢を取得
し、前記設備の初期姿勢とは、設備の前記表示スクリーンがフルスクリーン表示状態にな
った時の設備の姿勢を示し、
　前記設備のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングし、
　前記設備のリアルタイム姿勢に変化がある場合、前記設備の初期姿勢を参照姿勢にして
スクリーン画面の表示方向を回転するか否かを判断するとともに、前記リアルタイム姿勢
と前記初期姿勢とを比較することにより前記設備の表示スクリーンの現在のスクリーン画
面の表示方向に基づいた回転方向を確定する、という機能を備えることを特徴とする設備
。
【請求項１２】
　プロセッサーに実行されることにより、請求項１～５のいずれかに記載のスクリーン画
面の回転を制御する方法を実現することを特徴とするプログラム。
【請求項１３】
　請求項１２に記載のプログラムが記録された記録媒体。
【発明の詳細な説明】
【相互参照】
【０００１】
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　本願は、出願番号がＣＮ２０１３１０１８４７３１．１で、出願日が２０１３年５月１
７日である中国特許出願に基づき優先権を主張し、当該中国特許出願のすべての内容を本
願に援用する。
【技術分野】
【０００２】
　本開示はモバイル端末の分野に関し、特にスクリーン画面の回転を制御する方法、装置
、設備、プログラム及び記録媒体に関する。
【背景技術】
【０００３】
　現在、携帯電話やタブレットＰＣなどのモバイル端末は、既に日常生活の必需品となり
、モバイル端末により画像ブラウズ、ネットサーフィン、ゲームなどの機能が提供されて
いる。
【０００４】
　より高品質なユーザーエクスペリエンスを提供するために、大部分のモバイル端末には
重力センサーが内蔵され、重力センサーによってモバイル端末の現在の姿勢を取得でき、
且つ、モバイル端末が標準姿勢にあり（即ち、モバイル端末のスクリーンが水平面に垂直
する状態にある）、或いは標準姿勢に近い時に、スクリーン画面が縦向きであるが、モバ
イル端末の姿勢を回転させると、スクリーン画面が相応的に回転して、スクリーン画面の
表示方向が左向き、上下逆或いは右向きに切替えられる、というロジックが実行される。
【０００５】
　例えば、ユーザーが横向きに撮られた画像を見る時に、携帯電話を回転することで、そ
の横向きに撮られた画像が横向きでフルスクリーン（全画面）表示され、スクリーンの利
用率が増加される。
【０００６】
　但し、人は常に立っている姿勢を保持してモバイル端末のスクリーンを見るわけではな
いので、現在のスクリーン画面の回転による下記のような問題がよくあった。即ち、ユー
ザーがベッドに横たわって画像を見る時には携帯電話も水平状態になり、この時に携帯電
話のスクリーン画面が回転するけれども、実際にユーザーはこの時にスクリーン画面の回
転を望まない。
【０００７】
　したがって、現在のスクリーン画面回転の規則としては、人が立っている状態でスクリ
ーンを見ることを基準にして固定に設定されるが、モバイル端末のスクリーン画面の誤回
転がよく発生して、ユーザーエクスペリエンスに影響してしまう。
【発明の概要】
【０００８】
　本開示の実施例は、スクリーン画面の回転に対する判断が携帯電話の姿勢の比較により
行われることが可能で、スクリーン画面の表示方向の誤回転が避けられて、ユーザーエク
スペリエンスが向上されるスクリーン画面の回転を制御する方法、装置、設備、プログラ
ム及び記録媒体を提供する。
【０００９】
　本開示の実施例の第１方面によると、スクリーン画面の回転を制御する方法が提供され
、前記方法は、
　モバイル端末のスクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、モバイル端末のス
クリーン画面の表示方向をロックするとともに、モバイル端末の初期姿勢を取得すること
と、
　前記モバイル端末のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングすることと、
　前記リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記モバイル端末のスク
リーン画面の回転方向を確定することと、を含む。
【００１０】
　また、前記モバイル端末の初期姿勢とリアルタイム姿勢とが前記モバイル端末のＸ、Ｙ
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方向の重力加速度成分によって表示され、
　前記モバイル端末の初期姿勢を取得することが、
　モバイル端末のＸ、Ｙ方向の重力加速度成分（Ｘ０、Ｙ０）を取得して記録するととも
に、前記重力加速度成分（Ｘ０、Ｙ０）によって前記モバイル端末の初期姿勢を確定する
、という方式を採用し、
　前記モバイル端末が水平に置かれている時に、前記モバイル端末に沿って水平で且つ右
へ向く方向が前記Ｘ方向であり、前記モバイル端末に沿って水平で且つ前へ向く方向が前
記Ｙ方向であることが好ましい。
【００１１】
　また、前記モバイル端末のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングすることは
、
　前記モバイル端末の前記Ｘ、Ｙ方向の重力加速度成分（Ｘ１、Ｙ１）をリアルタイムに
モニタリングし、
　前記重力加速度成分（Ｘ１、Ｙ１）によって前記モバイル端末のリアルタイム姿勢を確
定する、という方式を採用することが好ましい。
【００１２】
　また、前記モバイル端末の初期姿勢を取得することの後に、前記方法は、
　前記モバイル端末の初期姿勢によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイ
ルマークに対する補正値を確定することをさらに含み、
　前記スクリーンレイアウトスタイルマークが前記モバイル端末のスクリーン画面の表示
方向をマークするためのものであり、前記モバイル端末のスクリーン画面の表示方向が縦
向きと、左向きと、上下逆と、右向きとを含むことが好ましい。
【００１３】
　また、前記リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記モバイル端末
のスクリーン画面の回転方向を確定することは、
　前記リアルタイム姿勢によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマー
クを確定し、
　前記補正値によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマークを補正し
て、補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークを取得し、
　前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークが補正前の前記スクリーンレイアウ
トスタイルマークと相違する時に、前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークに
マークされた方向に基づいて前記モバイル端末のスクリーン画面方向を回転する、という
方式を採用することが好ましい。
【００１４】
　本開示の実施例の第２方面によると、スクリーン画面の回転を制御する装置が提供され
、前記装置は、
　モバイル端末のスクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、モバイル端末のス
クリーン画面の表示方向をロックするとともに、モバイル端末の初期姿勢を取得する姿勢
取得モジュールと、
　前記モバイル端末のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングするモニタリング
モジュールと、
　前記リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記モバイル端末のスク
リーン画面の回転方向を確定するコントロールモジュールと、を含む。
【００１５】
　また、前記モバイル端末の初期姿勢とリアルタイム姿勢とが前記モバイル端末のＸ、Ｙ
方向の重力加速度成分によって表示され、
　前記姿勢取得モジュールが、
　モバイル端末のスクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、モバイル端末のス
クリーン画面の表示方向をロックするロックユニットと、
　前記モバイル端末のＸ、Ｙ方向の重力加速度成分（Ｘ０、Ｙ０）を取得して記録すると
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ともに、前記重力加速度成分（Ｘ０、Ｙ０）によって前記モバイル端末の初期姿勢を確定
する姿勢取得ユニットと、を含み、
　前記モバイル端末が水平に置かれている時に、前記モバイル端末に沿って水平で且つ右
へ向く方向が前記Ｘ方向であり、前記モバイル端末に沿って水平で且つ前へ向く方向が前
記Ｙ方向であることが好ましい。
【００１６】
　また、前記モニタリングモジュールが、
　前記モバイル端末の前記Ｘ、Ｙ方向の重力加速度成分（Ｘ１、Ｙ１）をリアルタイムに
モニタリングする重力加速度成分取得ユニットと、
　前記重力加速度成分（Ｘ１、Ｙ１）によって前記モバイル端末のリアルタイム姿勢を確
定するリアルタイム姿勢確定ユニットと、を含むことが好ましい。
【００１７】
　また、前記装置は、
　前記姿勢取得モジュールによりモバイル端末の初期姿勢が取得された後、前記モバイル
端末の初期姿勢によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマークに対す
る補正値を確定する補正値取得モジュールをさらに含み、
　前記スクリーンレイアウトスタイルマークが前記モバイル端末のスクリーン画面の表示
方向をマークするためのものであり、前記モバイル端末のスクリーン画面の表示方向が縦
向きと、左向きと、上下逆と、右向きとを含むことが好ましい。
【００１８】
　また、前記コントロールモジュールが、
　前記リアルタイム姿勢によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマー
クを確定するマーク取得ユニットと、
　前記補正値によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマークを補正し
、補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークを取得する補正ユニットと、
　前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークが補正前の前記スクリーンレイアウ
トスタイルマークと相違する時に、前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークに
マークされた方向に基づいて前記モバイル端末のスクリーン画面方向を回転する回転ユニ
ットと、を含むことが好ましい。
【００１９】
　本開示の実施例の第３方面によると、設備が提供され、前記設備は、
　１つ或いは複数のプロセッサーと、
　メモリと、
　表示スクリーンと、
　前記メモリに記憶されて、且つ、前記１つ又は複数のプロセッサーにより実行されるよ
うに配置された１つ又は複数のモジュールと、を含み、前記１つ或いは複数のモジュール
が、
　前記表示スクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、前記表示スクリーンのス
クリーン画面の表示方向をロックするとともに、前記設備の初期姿勢を取得し、
　前記設備のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングし、
　前記リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記表示スクリーンのス
クリーン画面回転方向を確定する、という機能を備える。
【００２０】
　本開示の実施例の第４方面によると、
　プロセッサーに実行されることにより、前記のスクリーン画面の回転を制御する方法を
実現することを特徴とするプログラムが提供される。
【００２１】
　本開示の実施例の第５方面によると、
　前記のプログラムが記録された記録媒体が提供される。
【００２２】
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　上記の一般的な説明及び後述の詳細な説明は、例示及び解釈のためのものだけであり、
本発明を限定するためのものではないことを理解すべきである。
【００２３】
　本開示の実施例に提供された技術方案は、下記のような有益な効果を含む。
【００２４】
　本開示の実施例に提供されたスクリーン画面の回転を制御する方法、装置及び設備によ
って、スクリーンがフルスクリーン表示状態になった時のモバイル端末の姿勢を初期姿勢
にするとともに、モバイル端末の姿勢のリアルタイムな変化の過程において、初期姿勢を
参照姿勢にしてスクリーン画面の表示方向を回転するか否かを判断する。本開示では、ス
クリーン画面を回転する参照姿勢が垂直状態に固定されなくなり、スクリーンがフルスク
リーン表示状態になった時の姿勢を参照姿勢にして、スクリーン画面の表示方向の誤回転
が避けられることが可能となり、ユーザーの使用効率が向上されるとともにユーザーエク
スペリエンスも向上される。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
　ここで、図面は明細書に組み込んで本明細書の一部とし、本発明に合致する実施例を示
すとともに、明細書とともに本発明の原理を説明する。
【００２６】
【図１】一つの例示的実施例によって示されたスクリーン画面の回転を制御する方法の概
略フローチャートである。
【図２】一つの例示的実施例によって示された他のスクリーン画面の回転を制御する方法
の概略フローチャートである。
【図３】一つの例示的実施例によって示された携帯電話の姿勢が縦向きである概略図であ
る。
【図４】一つの例示的実施例によって示された携帯電話の姿勢が左向きである概略図であ
る。
【図５】一つの例示的実施例によって示された携帯電話の姿勢が上下逆である概略図であ
る。
【図６】一つの例示的実施例によって示された携帯電話の姿勢が右向きである概略図であ
る。
【図７】一つの例示的実施例によって示されたユーザーが右向きに横たわっているととも
に、大画像ブラウズモードに入った時に携帯電話の初期姿勢を取得する概略図である。
【図８】一つの例示的実施例によって示された携帯電話が初期でフルスクリーン状態にな
った時のスクリーン画面方向処理状況の概略図である。
【図９】一つの例示的実施例によって示された携帯電話のリアルタイム姿勢が縦向きであ
る時に、携帯電話のスクリーン画面の表示方向が右向きに調整された概略図である。
【図１０】一つの例示的実施例によって示されたリアルタイム姿勢が上下逆である時に、
携帯電話のスクリーン画面の表示方向が左向きに調整された概略図である。
【図１１】一つの例示的実施例によって示されたスクリーン画面の回転を制御する装置の
概略図である。
【図１２】一つの例示的実施例によって示されたスクリーン画面の回転を制御する装置に
おける姿勢取得モジュールの概略図である。
【図１３】一つの例示的実施例によって示されたスクリーン画面の回転を制御する装置に
おけるモニタリングモジュールの概略図である。
【図１４】一つの例示的実施例によって示された他のスクリーン画面の回転を制御する装
置の概略図である。
【図１５】一つの例示的実施例によって示されたスクリーン画面の回転を制御する装置に
おけるコントロールモジュールの概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
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　以下、図面を結合しながら、本開示の実施例に提供されたスクリーン画面の回転を制御
する方法、装置及び設備の具体的な実施の形態に対して詳細に説明する。
【００２８】
　まず、図１に示すように、本開示の実施例にスクリーン画面の回転を制御する方法が提
供され、該方法は、下記のステップを含む。
【００２９】
　Ｓ１０１：モバイル端末のスクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、モバイ
ル端末のスクリーン画面の表示方向をロックするとともに、モバイル端末の初期姿勢を取
得する。
【００３０】
　１つの好ましい実施の形態として、前記モバイル端末の初期姿勢とリアルタイム姿勢と
が前記モバイル端末のＸ、Ｙ方向の重力加速度成分によって表示される。
【００３１】
　好ましくは、本ステップＳ１０１が、
　モバイル端末のＸ、Ｙ方向の重力加速度成分Ｘ０、Ｙ０を取得して記録するとともに、
前記Ｘ０、Ｙ０によって前記モバイル端末の初期姿勢を確定するという方式を採用し、
　前記モバイル端末が水平に置かれている時に、前記モバイル端末に沿って水平で且つ右
へ向く方向が前記Ｘ方向であり、前記モバイル端末に沿って水平で且つ前へ向く方向が前
記Ｙ方向である。
【００３２】
　好ましくは、本ステップＳ１０１の後、
　前記モバイル端末の初期姿勢によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイ
ルマークに対する補正値を確定することをさらに含み、
　前記スクリーンレイアウトスタイルマークは前記モバイル端末のスクリーン画面の表示
方向をマークするためのものであり、前記モバイル端末のスクリーン画面の表示方向が、
縦向きと、左向きと、上下逆と、右向きとを含む。
【００３３】
　Ｓ１０２：前記モバイル端末のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングする。
【００３４】
　好ましい実施の形態として、本ステップＳ１０２は、
　前記モバイル端末の前記Ｘ、Ｙ方向の重力加速度成分Ｘ１、Ｙ１をリアルタイムにモニ
タリングし、
　前記Ｘ１、Ｙ１によって前記モバイル端末のリアルタイム姿勢を確定する、という方式
を採用する。
【００３５】
　Ｓ１０３：前記リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記モバイル
端末のスクリーン画面の回転方向を確定する。
【００３６】
　好ましい実施の形態として、本ステップＳ１０３は、
　前記リアルタイム姿勢によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマー
クを確定し、
　前記補正値によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマークを補正し
て、補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークを取得し、
　前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークが補正前の前記スクリーンレイアウ
トスタイルマークと相違する時に、前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークに
マークされた方向に基づいて前記モバイル端末のスクリーン画面方向を回転する、という
方式を採用する。
【００３７】
　本開示の実施例に提供されたスクリーン画面の回転を制御する方法によって、スクリー
ンがフルスクリーン表示状態になった時のモバイル端末の姿勢を初期姿勢とするとともに
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、モバイル端末の姿勢のリアルタイムな変化の過程において、初期姿勢を参照姿勢として
スクリーン画面の表示方向を回転するか否かを判断する。本開示では、スクリーン画面を
回転する参照姿勢が垂直状態に固定されなくなり、スクリーンがフルスクリーン表示状態
になった時の姿勢を参照姿勢とするので、スクリーン画面の表示方向の誤回転が避けられ
て、ユーザーエクスペリエンスが向上される。
【００３８】
　本開示の実施例によりスクリーン画面の回転を制御する方法も提供され、該方法によっ
てスクリーン画面の表示方向の誤回転が避けられる。本方法は、モバイル端末のオペレー
ティングシステム（Ｏｐｅｒａｔｉｎｇ　Ｓｙｓｔｅｍ，　ＯＳ）において実現可能であ
るが、モバイル端末に搭載された何れかのアプリケーションにおいても実現可能である。
【００３９】
　説明の便宜のため、本実施例では、携帯電話によってユーザーがフォトアルバムにおけ
る画像をブラウズすることを例として説明する。図２に示すように、該方法は、下記のス
テップを含む。
【００４０】
　Ｓ２０１：画像ブラウズの大画像モードに入った時に、携帯電話の現在の姿勢を初期姿
勢として取得する。
【００４１】
　１つの好ましい実施の形態として、本実施例では、重力センサーに記録されたＸ、Ｙ軸
の両方向の重力加速度成分によって三次元空間における携帯電話の姿勢が表示される。
【００４２】
　携帯電話が水平に置かれている時、携帯電話に沿って水平で且つ右へ向く方向がＸ方向
であり、携帯電話に沿って水平で且つ前へ向く方向がＹ方向であり、且つ、Ｘ方向とＹ方
向とは水平面内で垂直になっている。
【００４３】
　本開示の実施例では、携帯電話の姿勢が、縦向きと、左向きと、上下逆と、右向きとの
４種類を含むように定義されている。
【００４４】
　図３～６に示すように、これらがそれぞれ携帯電話の４種類の姿勢の概略図である。
【００４５】
　取得された携帯電話のＸ方向及びＹ方向の重力加速度成分がそれぞれＸ０、Ｙ０である
ことを例として、携帯電話の初期姿勢を取得する方法について説明する。
【００４６】
　Ｘ０＞Ｐである時に、携帯電話の姿勢が左向きであると認定される。
【００４７】
　Ｘ０＜－Ｐである時に、携帯電話の姿勢が右向きであると認定される。
【００４８】
　Ｙ０＞Ｐである時に、携帯電話の姿勢が縦向きであると認定される。
【００４９】
　Ｙ０＜－Ｐである時に、携帯電話の姿勢が上下逆であると認定される。
【００５０】
　Ｐの数値は経験によって設定され、或いは判断精度の要求によって設定され、例えば、
本実施例において５ｍ／ｓ＾２にされてよい。
【００５１】
　本実施例では重力センサーによって携帯電話の姿勢が記録されることを例として説明し
たが、本方案を実際に実行する時には、他のセンサー（例えば、加速度センサーや方向セ
ンサーなど）によって携帯電話の現在の姿勢を判断することもできる、ということに注意
すべきである。
【００５２】
　以下、方向センサーによって携帯電話の現在の姿勢を判断することを例として説明する
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。
【００５３】
　方向センサーは、加速度センサーにおいてパッケージされて実現されたもので、パッケ
ージされた後に該方向センサーから１つの角度値ｒｏｔａｔｉｏｎが送信されることが可
能であり、角度値ｒｏｔａｔｉｏｎによって携帯電話の初期姿勢を判断できる。
【００５４】
　ａ）ｒｏｔａｔｉｏｎ＞＝０　＆＆　ｒｏｔａｔｉｏｎ　＜４５　｜｜　ｒｏｔａｔｉ
ｏｎ　＞＝３１５　＆＆　ｒｏｔａｔｉｏｎ　＜３６０  を満足した時に、携帯電話の姿
勢が縦向きであり、
　ｂ）ｒｏｔａｔｉｏｎ＞＝４５　＆＆　ｒｏｔａｔｉｏｎ　＜１３５を満足した時に、
携帯電話の姿勢が右向きであり、
　ｃ）ｒｏｔａｔｉｏｎ＞＝１３５　＆＆　ｒｏｔａｔｉｏｎ　＜２２５を満足した時に
、携帯電話の姿勢が上下逆であり、
　ｄ）ｒｏｔａｔｉｏｎ＞＝２２５　＆＆　ｒｏｔａｔｉｏｎ　＜３１５を満足した時に
、携帯電話の姿勢が左向きである。
【００５５】
　本実施例では、図７に示すように、ユーザーが右向きに横たわっていることを例として
説明し、この時に、ユーザーが画像をクリックして画像を大画像モードに進入させた時に
、携帯電話の初期姿勢が右向きであることを取得できる。
【００５６】
　図８に示すように、初期状態において、携帯電話の表示スクリーンが画像のフルスクリ
ーン表示状態になった後、携帯電話の初期スクリーン画面の表示方向をロックして、回転
しない。
【００５７】
　また、本実施例において画像をブラウズすることだけを例として説明したが、実際の応
用において、フルスクリーン表示の必要がある他のアプリケーション、例えば、フルスク
リーンゲーム、フルスクリーンＷｅｂブラウズなどに応用可能である。
【００５８】
　相応的には、本ステップＳ２０１が下記のように入れ替えられる。
【００５９】
　即ち、ゲームに入った時に、携帯電話の現在の姿勢を初期姿勢として取得し、
　或いは、フルスクリーンＷｅｂブラウズモードが起動された時に、携帯電話の現在の姿
勢を初期姿勢として取得する。
【００６０】
　Ｓ２０２：携帯電話の初期姿勢によってスクリーンレイアウトスタイルマークに対する
補正値を確定する。
【００６１】
　好ましくは、Ａｎｄｒｏｉｄシステムを例として、
　上記のスクリーンレイアウトスタイルマーク（ｍＣｕｒｒｅｎｔＯｒｉｅｎｔａｔｉｏ
ｎ）がスクリーン画面の表示方向のレイアウトを表示するためのもので、携帯電話のＯＳ
がスクリーンレイアウトスタイルマークを読み取ることによりスクリーン画面の表示方向
を確定する。
【００６２】
　本実施例においては、スクリーン画面の表示方向が全て携帯電話の縦向きを相対方向と
することに注意すべきである。
【００６３】
　上記の補正値はスクリーンレイアウトスタイルマークを補正するためのものであり、携
帯電話のスクリーン画面の表示方向の誤回転が避けられる。
【００６４】
　例えば、下記のように設定可能である。即ち、
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　携帯電話の初期姿勢が縦向きである時に、ｍＣｕｒｒｅｎｔＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ＝
０、補正値ｍＦｉｘＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ＝０となり、
　携帯電話の初期姿勢が右向きである時に、ｍＣｕｒｒｅｎｔＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ＝
１、補正値ｍＦｉｘＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ＝３となり、
　携帯電話の初期姿勢が上下逆である時に、　ｍＣｕｒｒｅｎｔＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ
＝２、補正値ｍＦｉｘＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ＝２となり、
　携帯電話の初期姿勢が左向きである時に、ｍＣｕｒｒｅｎｔＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ＝
３、補正値ｍＦｉｘＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ＝１となる。
【００６５】
　Ｓ２０３：携帯電話のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングする。
【００６６】
　好ましくは、本ステップＳ２０３において、
　予め設定された時間（例えば、１ｍｓ）毎に携帯電話のＸ、Ｙ方向の重力加速度成分Ｘ
１、Ｙ１を取得するとともに、Ｘ１、Ｙ１によって携帯電話のリアルタイム姿勢を判断す
る、という方式を採用する。
【００６７】
　携帯電話のリアルタイム姿勢に対する判断方法は、ステップＳ２０１における携帯電話
の初期姿勢に対する判断方法と同様であり、ここでは説明を省略する。
【００６８】
　Ｓ２０４：携帯電話のリアルタイム姿勢に対応するリアルタイムなスクリーン画面の表
示方向マークを取得するとともに、補正値を使用してリアルタイムなスクリーン画面の表
示方向マークを補正して、補正後のリアルタイムなスクリーン画面の表示方向マークを取
得する。
【００６９】
　好ましくは、携帯電話の各リアルタイム姿勢に対し、関連技術によって、システムが全
て該リアルタイム姿勢に対応するリアルタイムなスクリーン画面の表示方向マークを算出
して取得できるとともに、該マークによってスクリーン画面の表示方向をコントロールす
る。但し、人がスクリーンを見るときに必ずしも立っている姿勢をずっと保持するとは限
らないので、関連技術によって誤回転の発生が可能であるため、本ステップにおいて補正
値によって補正を行うことにより、誤回転を避けることが可能である。
【００７０】
　好ましくは、
　ｍＣｕｒｒｅｎｔＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ＝（ｍＣｕｒｒｅｎｔＯｒｉｅｎｔａｔｉｏ
ｎ＋ｍＦｉｘＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎ）％４
　という数式を採用してリアルタイムなスクリーン画面の表示方向マークを補正する。
【００７１】
　イコールの左側のｍＣｕｒｒｅｎｔＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎは、補正後のリアルタイム
なスクリーン画面方向マークを表示し、イコールの右側のｍＣｕｒｒｅｎｔＯｒｉｅｎｔ
ａｔｉｏｎは、システムに取得されたリアルタイムなスクリーン画面方向マークを表示し
、ｍＦｉｘＯｒｉｅｎｔａｔｉｏｎは、携帯電話の初期姿勢によって取得された補正値を
表示する。
【００７２】
　Ｓ２０５：補正後のリアルタイムなスクリーン画面の表示方向マークによって現在のス
クリーン画面の表示方向を確定する。
【００７３】
　好ましくは、該補正後のリアルタイムなスクリーン画面の表示方向マークがシステムに
送信され、システムが該補正後のリアルタイムなスクリーン画面の表示方向マークによっ
て現在のスクリーン画面の表示方向を取得し、
　該補正後のリアルタイムなスクリーン画面の表示方向マークが携帯電話の前回の姿勢の
時に算出されて取得された方向と相違する時に、スクリーン画面の回転によってスクリー
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ン画面方向が該補正後のリアルタイムなスクリーン画面の表示方向マークに対応するスク
リーン画面の表示方向に調整され、
　該補正後のリアルタイムなスクリーン画面の表示方向マークが携帯電話の前回の姿勢の
時に算出されて取得された方向と同じである時に、スクリーン画面の表示方向が保持され
て回転されない。
【００７４】
　図９に示すように、携帯電話のリアルタイム姿勢が縦向きである時に、携帯電話のスク
リーン画面の表示方向が右向き（携帯電話の縦向きを相対方向とする。）に調整され、
　図１０に示すように、携帯電話のリアルタイム姿勢が上下逆である時に、携帯電話のス
クリーン画面の表示方向が左向き（携帯電話の縦向きを相対方向とする。）に調整される
。
【００７５】
　実際の操作過程において、ユーザーが右向きに横たわっている姿勢で画像を見る時に、
当然、図９及び図１０の回転がユーザーエクスペリエンスに一番合致する。
【００７６】
　好ましくは、本ステップＳ２０６の後、本方法が、
　ユーザーが大画像モードをクローズした時に、携帯電話の初期姿勢に対する設定を取り
消すことと、次回にユーザーが再び大画像モードに入った時に、携帯電話の初期姿勢を改
めて取得することと、をさらに含む。
【００７７】
　上記の大画像モードのクローズは、Ｈｏｍｅキーによって大画像モードをクローズする
ことを含まない。一般的に、Ｈｏｍｅキーによってクローズすることは、一時的な画像ブ
ラウズの中止であり、再び大画像モードにおけるブラウズを行う時に、前回のユーザーエ
クスペリエンスを続けるべきであり、初期姿勢を改めて取得して補正値を算出する必要が
なく、前回の補正値を継続に使用すればよいからである。
【００７８】
　本実施例に提供されたスクリーン画面の回転を制御する方法によって、フルスクリーン
表示状態になった時刻の携帯電話の姿勢を初期姿勢とするとともに、各初期姿勢に対して
補正値を提供し、システムに提供された携帯電話のスクリーン画面の表示方向をマークす
るためのマークを補正して、スクリーン画面の誤回転の発生を防止でき、ユーザーエクス
ペリエンスが向上される。
【００７９】
　図１１に示すように、本実施例にはスクリーン画面の回転を制御する装置が提供され、
前記装置は、
　モバイル端末のスクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、モバイル端末のス
クリーン画面の表示方向をロックするとともに、モバイル端末の初期姿勢を取得する姿勢
取得モジュール３０１と、
　前記モバイル端末のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングするモニタリング
モジュール３０２と、
　前記リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記モバイル端末のスク
リーン画面の回転方向を確定するコントロールモジュール３０３と、を含む。
【００８０】
　好ましくは、前記モバイル端末の初期姿勢とリアルタイム姿勢とが前記モバイル端末の
Ｘ、Ｙ方向の重力加速度成分によって表示される。
【００８１】
　図１２に示すように、前記姿勢取得モジュール３０１は、
　モバイル端末のスクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、モバイル端末のス
クリーン画面の表示方向をロックするロックユニット３０１１と、
　前記モバイル端末のＸ、Ｙ方向の重力加速度成分Ｘ０、Ｙ０を取得して記録するととも
に、前記Ｘ０、Ｙ０によって前記モバイル端末の初期姿勢を確定する姿勢取得ユニット３
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０１２と、を含む。
【００８２】
　前記モバイル端末が水平に置かれている時、前記モバイル端末によって水平で且つ右へ
向く方向が前記Ｘ方向であり、前記モバイル端末に沿って水平で且つ前へ向く方向が前記
Ｙ方向である。
【００８３】
　好ましくは、図１３に示すように、前記モニタリングモジュール３０２が、
　前記モバイル端末の前記Ｘ、Ｙ方向の重力加速度成分Ｘ１、Ｙ１をリアルタイムにモニ
タリングする重力加速度成分取得ユニット３０２１と、
　前記Ｘ１、Ｙ１によって前記モバイル端末のリアルタイム姿勢を確定するリアルタイム
姿勢確定ユニット３０２２と、を含む。
【００８４】
　好ましくは、図１４に示すように、前記装置が、
　前記姿勢取得モジュール３０１によってモバイル端末の初期姿勢が取得された後、前記
モバイル端末の初期姿勢によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマー
クに対する補正値を確定する補正値取得モジュール３０４をさらに含む。
【００８５】
　前記スクリーンレイアウトスタイルマークが前記モバイル端末のスクリーン画面の表示
方向をマークするためのものであり、前記モバイル端末のスクリーン画面の表示方向が縦
向きと、左向きと、上下逆と、右向きとを含む。
【００８６】
　好ましくは、図１５に示すように、前記コントロールモジュール３０３が、
　前記リアルタイム姿勢によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマー
クを確定するマーク取得ユニット３０３１と、
　前記補正値によって前記モバイル端末のスクリーンレイアウトスタイルマークを補正し
て、補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークを取得する補正ユニット３０３２と、
　前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークが補正前の前記スクリーンレイアウ
トスタイルマークと相違する時に、前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークに
マークされた方向に基づいて前記モバイル端末のスクリーン画面方向を回転する回転ユニ
ット３０３３と、を含む。
【００８７】
　本開示の実施例に提供されたスクリーン画面の回転を制御する装置によって、スクリー
ンがフルスクリーン表示状態になった時のモバイル端末の姿勢を初期姿勢とするとともに
、モバイル端末の姿勢のリアルタイムな変化の過程において、初期姿勢を参照姿勢として
スクリーン画面の表示方向を回転するか否かを判断する。本開示において、スクリーン画
面を回転する参照姿勢が垂直状態に固定されなくなり、スクリーンがフルスクリーン表示
状態になった時の姿勢を参照姿勢とするので、スクリーン画面の表示方向の誤回転が避け
られることが可能となり、ユーザーエクスペリエンスが向上される。
【００８８】
　また、本開示の実施例には、
　１つ或いは複数のプロセッサーと、
　メモリと、
　表示スクリーンと、
　前記メモリに記憶されているとともに、前記１つ或いは複数のプロセッサーによって実
行されるように配置された１つ或いは複数のモジュールと、を含む設備も提供され、前記
１つ或いは複数のモジュールは、：
　前記表示スクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、前記表示スクリーンのス
クリーン画面の表示方向をロックするとともに、前記設備の初期姿勢を取得し、
　前記設備のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングし、
　前記リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記表示スクリーンのス
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クリーン画面の回転方向を確定する、という機能を備える。
【００８９】
　好ましくは、前記設備の初期姿勢とリアルタイム姿勢とが前記設備のＸ、Ｙ方向の重力
加速度成分によって表示され、
　前記設備の初期姿勢を取得することが、
　前記設備のＸ、Ｙ方向の重力加速度成分Ｘ０、Ｙ０を取得して記録するとともに、前記
Ｘ０、Ｙ０によって前記設備の初期姿勢を確定する、という方式を採用し、
　前記モバイル端末が水平に置かれている時に、前記モバイル端末に沿って水平で且つ右
へ向く方向が前記Ｘ方向であり、前記モバイル端末に沿って水平で且つ前へ向く方向が前
記Ｙ方向である。
【００９０】
　好ましくは、前記設備のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングすることが、
　前記設備の前記Ｘ、Ｙ方向の重力加速度成分Ｘ１、Ｙ１をリアルタイムにモニタリング
し、
　前記Ｘ１、Ｙ１によって前記設備のリアルタイム姿勢を確定する、という方式を採用す
る。
【００９１】
　好ましくは、前記１つ或いは複数のモジュールが、
　前記設備の初期姿勢が取得された後、前記設備の初期姿勢によって前記設備のスクリー
ンレイアウトスタイルマークに対する補正値を確定する、という機能をさらに備える。
【００９２】
　前記スクリーンレイアウトスタイルマークは前記設備のスクリーン画面の表示方向をマ
ークするためのものであり、前記設備のスクリーン画面の表示方向は、縦向きと、左向き
と、上下逆と、右向きとを含む。
【００９３】
　好ましくは、前記リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記設備の
スクリーン画面回転方向を確定することが、
　前記リアルタイム姿勢によって前記設備のスクリーンレイアウトスタイルマークを確定
し、
　前記補正値によって前記設備のスクリーンレイアウトスタイルマークを補正して、補正
後のスクリーンレイアウトスタイルマークを取得し、
　前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークが補正前の前記スクリーンレイアウ
トスタイルマークと相違する時に、前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークに
マークされた方向に基づいて前記設備のスクリーン画面方向を回転する、という方式を採
用する。
【００９４】
　本開示の実施例に提供された設備によって、スクリーンがフルスクリーン表示状態にな
った時のモバイル端末の姿勢を初期姿勢とするとともに、設備姿勢のリアルタイムな変化
の過程において、初期姿勢を参照姿勢としてスクリーン画面の表示方向を回転するか否か
を判断する。本開示では、スクリーン画面を回転する参照姿勢が垂直状態に固定されなく
なり、スクリーンがフルスクリーン表示状態になった時の姿勢を参照姿勢とするので、ス
クリーン画面の表示方向の誤回転が避けられることが可能となり、ユーザーエクスペリエ
ンスが向上される。
【００９５】
　また、本実施例には１つ或いは複数のモジュール（ｐｒｏｇｒａｍｓ）を記憶している
不揮発性読取可能な記憶媒体も提供され、該１つ或いは複数のモジュールがタッチスクリ
ーンを備える設備に応用される時に、該設備を、下記の機能を備えるようにさせることが
可能である。
【００９６】
　即ち、前記表示スクリーンがフルスクリーン表示状態になった時に、前記表示スクリー
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ンのスクリーン画面の表示方向をロックするとともに、前記設備の初期姿勢を取得し、
　前記設備のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングし、
　前記リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記表示スクリーンのス
クリーン画面の回転方向を確定する。
【００９７】
　好ましくは、前記設備の初期姿勢とリアルタイム姿勢とが前記設備のＸ、Ｙ方向の重力
加速度成分によって表示され、
　前記設備の初期姿勢を取得することが、
　前記設備のＸ、Ｙ方向の重力加速度成分Ｘ０、Ｙ０を取得して記録するとともに、前記
Ｘ０、Ｙ０によって前記設備の初期姿勢を確定する、という方式を採用し、
　前記モバイル端末が水平に置かれている時に、前記モバイル端末に沿って水平で且つ右
へ向く方向が前記Ｘ方向であり、前記モバイル端末に沿って水平で且つ前へ向く方向が前
記Ｙ方向である。
【００９８】
　好ましくは、前記設備のリアルタイム姿勢をリアルタイムにモニタリングすることが、
　前記設備の前記Ｘ、Ｙ方向の重力加速度成分Ｘ１、Ｙ１をリアルタイムにモニタリング
し、
　前記Ｘ１、Ｙ１によって前記設備のリアルタイム姿勢を確定する、という方式を採用す
る。
【００９９】
　好ましくは、前記１つ或いは複数のモジュールが、
　前記設備の初期姿勢が取得された後、前記設備の初期姿勢によって前記設備のスクリー
ンレイアウトスタイルマークに対する補正値を確定する、という機能をさらに備える。
【０１００】
　前記スクリーンレイアウトスタイルマークが前記設備のスクリーン画面の表示方向をマ
ークするためのものであり、前記設備のスクリーン画面の表示方向は、縦向きと、左向き
と、上下逆と、右向きとを含む。
【０１０１】
　好ましくは、前記リアルタイム姿勢と前記初期姿勢とを比較することにより前記設備の
スクリーン画面回転方向を確定することが、
　前記リアルタイム姿勢によって前記設備のスクリーンレイアウトスタイルマークを確定
し、
　前記補正値によって前記設備のスクリーンレイアウトスタイルマークを補正して、補正
後のスクリーンレイアウトスタイルマークを取得し、
　前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークが補正前の前記スクリーンレイアウ
トスタイルマークと相違する時に、前記補正後のスクリーンレイアウトスタイルマークに
マークされた方向に基づいて前記設備のスクリーン画面方向を回転する、という方式を採
用する。
【０１０２】
　本開示の実施例に提供された記憶媒体によって、表示スクリーン付きの設備に応用され
た後、スクリーンがフルスクリーン表示状態になった時のモバイル端末の姿勢を初期姿勢
とするとともに、設備姿勢のリアルタイムな変化の過程において、初期姿勢を参照姿勢と
してスクリーン画面の表示方向を回転するか否かを判断する。本開示では、スクリーン画
面を回転する参照姿勢が垂直状態に固定されなくなり、スクリーンがフルスクリーン表示
状態になった時の姿勢を参照姿勢とするので、スクリーン画面の表示方向の誤回転が避け
られることが可能となり、ユーザーエクスペリエンスが向上される。
【０１０３】
　上記の実施の形態に対する説明によって、当業者としては、本開示の実施例がハードウ
ェアで実現できるが、ソフトウェアと必要な汎用ハードウェアプラットフォームとを結合
する方式によっても実現できると明確に理解できる。このような理解によると、本開示の
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不揮発性記憶媒体（ＣＤ－ＲＯＭ、ＵＳＢフラッシュメモリ、モバイルハードディスクな
どであってもよい）に記憶されることが可能であり、コンピュータ設備（パーソナルコン
ピュータ、サーバー、或いはネットワーク機器などであってもよい）が本開示の各実施例
に記載の方法を実行するようにさせるためのコマンドを含む。
【０１０４】
　図面は、好ましい実施例の概略図だけであり、これらの図面におけるモジュール或いは
ステップが必ずしも本開示の実施に必要なものとは限らないことを、当業者として理解す
べきである。
【０１０５】
　実施例における装置のモジュールが実施例の記載によって実施例の装置に配置されるこ
とが可能であるが、相応的に変化されて本実施例と相違する１つ或いは複数の装置に位置
することも可能であることを、当業者として理解すべきである。上記の実施例におけるモ
ジュールが１つのモジュールに統合されても可能であるが、さらに複数のサブモジュール
に分けられても可能である。
【０１０６】
　上記の本開示の実施例における符号は、説明のためのものだけであり、実施例の好まし
さを代表するものではない。
【０１０７】
　当然、当業者として本開示の主旨及び範囲から逸脱しないうえで本開示に対して様々な
修正や変形をすることが可能である。したがって、本開示に対するこれらの修正や変形が
、本開示の特許請求の範囲及びその均等な技術範囲内に属するとすれば、これらの修正や
変形は本開示に含まれる。
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